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はじめに 
    

社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会 
会 ⻑ 大田 眞也 

    

昭島市社会福祉協議会では、平成２７年に第二次となる「昭島市地域福祉活動計画
『あきしま支えあいプラン』」を策定し、基本理念である「ともに支えあうまちづく
り」を実現するために、住⺠や関係団体等の皆さま、また、昭島市とも連携・協働し、
地域福祉の推進に努めてまいりました。 
この間におきましても少⼦⾼齢化がさらに進展する中で、地域住⺠同⼠のつながり

の希薄化、家族形態の変容等により、地域福祉を取り巻く環境は大きく変化し、地域
が抱える福祉課題もより一層多様化、複雑化してきております。 

加えて、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に人々の
行動が大きく制限されたことにより、社会的孤立や経済的困窮などの地域生活課題が
顕在化するなど、従来の仕組みではどうしても対応しきれない課題が数多く生じてお
ります。 

こうした状況の中、国においては、地域における様々な課題を他人事ではなく「我
が事」としてとらえ、「丸ごと」受け⽌めることにより、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣
きがい、地域をともに創っていく、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた取
組が推進されております。 

このたび策定いたしました、第三次となる本「昭島市地域福祉活動計画」におきま
しては、第二次計画『あきしま支えあいプラン』の基本理念である「ともに支えあう
まちづくり」を発展的に継承することとしておりますが、この基本理念を実現するこ
とこそが、国の目指す「地域共生社会」の実現につながるものと信じて疑いません。 

本計画は、私ども社会福祉協議会の活動計画であるとともに、住⺠や関係団体等の
皆さまの活動計画でございます。 

今後、社会福祉協議会職員は一丸となって計画の実現に努めてまいる所存でござい
ますが、住⺠の皆さまや関係団体等の皆さま、また、昭島市との連携・協働がなくて
はなし得ないものと考えておりますので、皆さまのより一層のご理解、お力添えを賜
りたく、よろしくお願い申しあげます。 

最後になりますが、本計画の策定にあたりご尽力いただきました策定委員会委員の
皆さま、意識調査等にご協⼒をいただいた住⺠、地域団体、福祉関係団体等の皆さま
に心より感謝申し上げます。 

 
令和５年（2023 年）４月 
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第１章 計画の策定にあたって 
 
 
 
 

 

  

昭島市社会福祉協議会 
マスコットキャラクター 

「ワーオくん」 
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●● １ 計画策定の背景と目的 ●● 
昭島市社会福祉協議会（以下、社協という。）では、住⺠の皆さまとの協働を基本

に、地域で活動する⾃治会や⺠⽣委員・児童委員、各種関係機関やボランティア団体
の皆さまと連携して地域福祉活動を推進するために、平成 27 年３月に「昭島市地域
福祉活動計画（あきしま 支えあいプラン）」を策定しました。 

この間、平成 29 年には「社会福祉法」の改正により、地域住⺠や地域の多様な主
体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住⺠⼀⼈ひと
りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」の実現が求め
られるようになりました。 

また、地域福祉の推進を図るための市町村計画の策定が努力義務化されたことに伴
い、平成 31 年３月には「昭島市地域福祉計画」が策定されました。 

さらに、令和２年の同法改正においては、地域⽣活課題を抱える地域住⺠及びその
世帯に対する⽀援体制並びに地域住⺠等による地域福祉の推進のために必要な環境
を一体的かつ重層的に整備する「重層的支援体制整備事業」が創設されるなど、「地域
共生社会」の実現に向けた取組が具体的に示されました。 

このような状況の中、社協では「あきしま 支えあいプラン」の計画期間が終了する
ことに伴い、その理念、活動を基本的には継承しつつ、「昭島市地域福祉計画」と連携
し様々な社会情勢の変化に対応して地域福祉活動をさらに進めていくために、新たに
「昭島市地域福祉活動計画（あきしま 支えあいほっとプラン：以下、「本計画」とい
う。）」を策定しました。 
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●● ２ 計画の目指すもの ●● 
地域福祉とは、誰もが様々な課題を抱えながらも住み慣れた地域で安心して自立し

た生活が送れるよう、住⺠・地域団体・福祉関係団体・行政・社会福祉協議会等がお
互いに支えあい・助けあいながら課題解決に取り組む考え方です。 

近年の社会情勢をみると、全国的に人口減少が進み、少子高齢化の進行や家族形態
の変化、地域社会の変容などにより、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、令和２年に発生した「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、社会
参加の機会の減少や経済的な困窮の問題などを契機に、子どもや高齢者、障害者（児）
等の配慮が必要な方への影響に加え、外国人やその他の複合的な課題を抱える方等、
これまで福祉の相談窓口や支援機関などを利用したことがない方々の課題が顕在化
してきました。 

そうした要因から福祉に対するニーズが多様化・複雑化する中、一人ひとりの福祉
ニーズに対応し幸せな生活を実現していくためには、制度・分野ごとの『縦割り』や
「⽀え⼿」「受け⼿」という関係を超えて、地域住⺠や地域の多様な主体が参画し、⼈
と⼈、⼈と資源が世代や分野を超えてつながることで、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣
きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」を目指すことが重要です。 

地域福祉活動とは、子どもから高齢者まで、障害のある方もない方も、それぞれの
ライフステージに応じて、誰もが住み慣れた地域でいきいきと自立した生活が送れる
ように、地域における様々な活動やサービスを組み合わせて、ともに生き、支えあう
社会づくりを具体化する活動です。 

本計画では、地域福祉活動を推進することで、子どもや高齢者、障害のある方など
全ての人が、社会から孤立することなく、自分らしく安心して暮らしていくことの出
来るまちづくりを、住⺠や関係者の皆さまとともに目指します。 
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【地域共生社会のイメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地域共生社会のポータルサイト（厚生労働省） 
 

 

 

  

一人ひとりの暮らし 

●多様性の尊重 
●気にかけあう関係性 

●活躍の場づくり 
●安心感のある暮らし 

●働き手の創出 
●地域資源の有効活用 

●就労や社会参加の
機会の提供 

●民間企業による 
生活支援への参入 

誰もが役割をもてる地域共生社会 

様々な社会・経済活動 

農林漁業 環境 商工業 交通等 
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昭島市地域福祉計画 
 
 

●● ３ 計画の位置づけ ●● 
社協では、平成７年３月に「ともに生き未来を拓くあきしまプラン２１」、平成 27

年３月に「あきしま 支えあいプラン」を策定し、地域福祉の推進に努めてきました。 
昭島市では、「社会福祉法」第 107 条の規定に基づき「昭島市地域福祉計画」を策

定し、地域福祉のさらなる充実を目指して施策を進めています。 
地域福祉を進めるうえでの理念や仕組みづくりを規定した「地域福祉計画」と、そ

れを実行・実現するために中核をなす住⺠などの行動のあり方を定める「地域福祉活
動計画」は、両輪となって連携しながら官⺠協働で地域福祉の推進を目指すこととし
ています。 

また、福祉に関する分野別計画として「子ども・子育て支援事業計画」、「高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画」、「障害者プラン」、その他の分野別計画などが策定さ
れ、各事業が推進されています。 

一方、昭島市のまちづくりの基本となる「昭島市総合基本計画」（令和４年度〜令和
13 年度）では、「施策の大綱２ 互いに支え合い、尊重し合うまち」において、コミ
ュニティ活動の推進、地域福祉・セーフティネットによる生活環境の整備の取組を位
置づけ、地域で暮らす全ての人が自ら率先して互いに支えあい、助けあい、安心して
暮らすことのできる地域社会の構築を目指すことが示されました。 

本計画は、これらの市の計画を踏まえ、住⺠、地域団体、福祉関係団体等の皆さま
や行政と連携し、「ともに支えあうあきしま」の実現を目指す中で、地域福祉の充実を
図ります。 

               
【市の計画との関係】 
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●● ４ 計画の期間 ●● 
計画期間は、連携する次期「昭島市地域福祉計画」の終了年度と終期を合わせるた

めに、令和５年度から令和 11 年度までの７か年とします。 
また、計画の進捗状況や社会情勢の変化に応じて必要な見直しを行います。 

  
 令和 

元年度 
令和 

2 年度 
令和 

3 年度 
令和 

4 年度 
令和 

5 年度 
令和 

6 年度 
令和 

7 年度 
令和 

8 年度 
令和 

9 年度 
令和 

10年度 
令和 

11年度 

昭島市地域福祉
活動計画 

           

昭島市地域福祉
計画 

           

昭島市総合基本
計画 

           

 
 
 

 

 
 
 

  

本計画 

次期計画 現計画 

第五次 令和４年度〜令和 13 年度 

前計画 
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第２章 地域福祉を取り巻く現状 
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●● １ 社会的背景 ●● 
（１）国の動向 
◆「地域共生社会」の実現に向けた取組 

国においては、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」の関係を越えて、
地域の多様な主体が参画し、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」の実現に
向け、「社会福祉法」や「介護保険法」の一部を改正するとともに、「重層的支援体制
整備事業」などの具体的な取組を示すなどして、その推進を図っています。 
 

◆孤独・孤立対策 
令和３年２月、社会的不安に寄り添い、深刻化する社会的な孤独・孤立の問題につ

いて総合的な対策を推進するための企画及び立案並びに総合調整に関する事務を処
理するため、内閣官房に「孤独・孤立対策担当室」が設置されました。孤独・孤立に
関わる各事業の担当が各省庁に点在している中、政府一体となって孤独・孤立問題に
取り組むことを目指すものです。 

さらに、令和３年 12 月には「孤独・孤立対策の重点計画」が策定されました。こ
の計画は「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする」、「状況に
合わせた切れ目ない相談支援につなげる」、「見守り・交流の場や居場所づくりを確保
し、人と人との『つながり』を実感できる地域づくりを行う」、「孤独・孤立対策に取
り組む NPO等の活動をきめ細かく⽀援し、官・⺠・NPO 等の連携を強化する」とい
う 4 つの基本方針を掲げ、関係省庁、NPO 等の関係団体の連携によって孤独・孤立
対策を推進するための計画です。 

 
◆ヤングケアラー対策 
ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想

定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。 
大人が行うような家事や家族の世話などを日常的に行うことで、学業・就職・友人

関係などに影響が起こる可能性があります。 
令和３年の「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジ

ェクトチーム報告」において、厚生労働省・文部科学省が今後取り組むべき施策とし
て、早期発見・把握、支援策の推進、社会的認知度の向上が重要であるとまとめられ
ました。 
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◆成年後見制度利用促進 
高齢化の進行や認知症等により判断能力の不十分な状態の方が増加傾向にあるこ

とを受け、平成 28 年の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行に基づき、
平成 29 年には「成年後見制度利用促進基本計画」が策定され、成年後見制度利用促
進についての基本理念（ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上の保護の重
視）や国・地方公共団体・関係団体等の責務が規定されました。 

また、令和４年には、「地域共生社会」の実現という目的に向け、本人を中心とした
支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けたうえ
で、地域連携ネットワークの一層の充実など、成年後見制度利用促進の取組をさらに
進めるために、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が策定されています。 

 
 
 

（２）都の動向 
◆第二期地域福祉支援計画の策定 
東京都においては、令和 3 年度から令和 8 年度までの 6 年間を計画期間とする「第

二期東京都地域福祉支援計画」を策定しました。この計画では、「社会福祉法」の改
正、コロナ禍の影響等の社会状況や、顕在化した複合的な地域生活課題についての対
応などが新規掲載・追加記述されています。 

「誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いを支え、支えられな
がら、生きがいと尊厳を持って、安心して暮らすことができる東京」、「地域の課題に
ついて、身近な場において包括的に相談でき、解決に向けてつながることができる東
京」、「多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参画すること
ができる東京」の３点を基本理念として掲げ、この基本理念を具現化するため「地域
での包括的な支援体制づくりのために」、「誰もが安心して地域で暮らせる社会を支え
るために」、「地域福祉を支える基盤を強化するために」との３つのテーマを設定し、
それぞれのテーマに関する課題と、計画期間中に都が取り組む施策の方向性を明らか
にしています。 
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（３）新たな社会課題等 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大 
令和２年以降、世界的に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことにより、

社会のシステムおよび経済活動に大きな変化が起こりました。経済・雇用の不安定化、
働き方の変化等、人々の生活にあらゆる影響を及ぼしています。 

このような変化の中においては、高齢者、障害者（児）、女性、子どもなど社会的に
弱い立場にある方への影響が特に大きく、福祉的な支援が果たす役割も大きくなって
います。 

国、地方自治体、団体、企業等はそれぞれの立場に応じて支援を広げていくととも
に、オンラインツールの活用や新たなつながりの構築など、新しい生活様式に対応し
た仕組みづくりを進めることが求められています。 

 
◆SDGs に関して 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、平成 27（2015）
年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、令和 12（2030）年までに
持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから
構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 

SDGs は国際社会の共通目標である一方、理念である「誰一人取り残さない」社会
の実現は、地域福祉において目指すべき地域共生社会の実現にもつながるものです。 

国においては令和元年に SDGs 実施指針を改定し、従来の行政機関だけではなく、
地域の住⺠が共助の精神で参加して公共的な活動を担う⺠間主体に対しても、地域の
絆を再生し、各地域に山積する課題の解決に向けて共生を基本とする人間らしい社会
を築くことにより、SDGs へ貢献していくことへの期待が示されています。 

 
【SDGs 17 のゴール】 
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●● ２ 昭島市の現状 ●● 
（１）人口 

昭島市の総人口は、113,000 人前後で推移しています。年齢４区分別人口の推移を
みると、0〜64 歳人口は平成 26 年以降減少傾向となっていましたが、令和４年に 15
〜64 歳が増加しています。75 歳以上人口は一貫して増加を続けています。 

また、年齢４区分別人口割合の推移をみると、15〜64 歳人口の占める割合がやや
減少し、75 歳以上人口の占める割合がやや増加しています。 
 
■年齢４区分別人口の推移 

 
資料：住⺠基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 

 
■年齢４区分別人口割合の推移 

 
資料：住⺠基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 

14,349 14,295 14,226 14,204 14,093 14,061 13,921 13,880

71,430 70,908 70,241 70,132 69,827 69,702 69,598 69,743

14,870 15,072 15,145 15,149 15,007 14,882 15,075 15,014

12,078 12,622 13,177 13,759 14,288 14,752 14,958 15,192

112,727 112,897 112,789 113,244 113,215 113,397 113,552 113,829

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

（人）

0〜14歳 15〜64歳 65〜74歳 75歳以上

12.7 12.7 12.6 12.5 12.4 12.4 12.3 12.2 

63.4 62.8 62.3 61.9 61.7 61.5 61.3 61.3 

13.2 13.4 13.4 13.4 13.3 13.1 13.3 13.2 

10.7 11.2 11.7 12.1 12.6 13.0 13.2 13.3 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年
0〜14歳 15〜64歳 65〜74歳 75歳以上
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（２）男女５歳階級別人口、人口ピラミッド 
昭島市の人口ピラミッドは、出生率・死亡率がともに低い少産少死型となっていま

す。最も多い世代は男女ともに 45〜49 歳で、底辺となる 0〜4 歳を大きく上回って
おり、少子傾向がより強まっていることがうかがえます。 
■人口ピラミッド（令和４年 1 月 1 日現在） 

 
 

（３）高齢世帯の推移 
高齢夫婦世帯数・割合はともに増加しています。一般世帯数に占める高齢夫婦世帯

の割合は、全国と比較するとやや低い水準となっています。 
■高齢夫婦世帯数の推移 

 
資料：国勢調査 

※高齢夫婦世帯は、夫 65 歳以上妻 60 歳以上の夫婦のみの一般世帯を指す。 

2,187
2,421
2,446
2,546

2,801
3,109

3,410
3,669

4,248
4,739
4,552

3,848
3,183
3,307

3,974
2,668

1,929
1,079

377
76
5

2,051
2,410
2,365
2,388
2,727
2,932
3,123
3,422
3,763

4,345
4,197

3,579
3,162
3,426

4,307
3,242

2,732
1,850

908
277
49

1,000 3,000 5,000 7,000

1,0003,0005,0007,000
0歳〜4歳
5歳〜9歳
10歳〜14歳
15歳〜19歳
20歳〜24歳
25歳〜29歳
30歳〜34歳
35歳〜39歳
40歳〜44歳
45歳〜49歳
50歳〜54歳
55歳〜59歳
60歳〜64歳
65歳〜69歳
70歳〜74歳
75歳〜79歳
80歳〜84歳
85歳〜89歳
90歳〜94歳
95歳〜99歳
100歳以上

（人） （人）

男性 女性

1,000 3,000 5,000 7,000

4,365 5,090 5,712

47,167 48,208
52,111

9.3%
10.6% 11.0%10.1%

11.4% 11.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年 平成27年 令和2年

（世帯）

高齢夫婦世帯 一般世帯総数 割合（昭島市） 割合（全国）

資料：住⺠基本台帳 
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65 歳以上の単独世帯数・割合はともに増加しています。一般世帯数に占める 65 歳
以上の単独世帯の割合は、平成 27 年〜令和 2 年にかけて増加幅が大きくなり、全国
と比較してやや高い水準となっています。 
 
■65歳以上の単独世帯数の推移 

 
資料：国勢調査 

 

（４）介護保険認定者数の推移 
介護保険認定者数は増加傾向にあります。特に要介護１、要介護４の増加が大きく

なっています。 
 
■介護保険認定者数の推移 

  
資料：介護保険事業状況報告（各年度末） 

4,375 5,682 7,165

47,167 48,208
52,111

9.3%

11.8%

13.7%

9.2%
11.1%

12.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年 平成27年 令和2年

（世帯）

65歳以上の単独世帯 一般世帯総数 割合（昭島市） 割合（全国）

602 618 561 647 643 654 672
603 628 707 760 732 764 718
1,056 1,079 1,092 1,154 1,228 1,205 1,247
729 766 844 881 899 815 854690 743 758 724 746 813 852577 625 705 729 757 829 873523 562 535 561 580 562 577
4,780 5,021 5,202 5,456 5,585

5,642 5,793

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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（５）障害者（児）数の推移 
身体障害者手帳所持者数は平成 29 年に一度減少して以降、令和 2 年まで増加傾向

にあります。障害種別にみると、内部障害が増加しています。 
愛の手帳・東京都療育手帳所持者数は一貫して増加傾向にあります。等級別にみる

と、特に４度の増加が大きくなっています。 
 
■身体障害者手帳所持者の推移 

 
資料：昭島市障害福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 
■愛の手帳・東京都療育手帳所持者の推移 

 
資料：昭島市障害福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

  

2,465 2,425 2,297 2,402 2,455 2,477

345 351 322 365 366 375
333 323 292 342 362 387

1,074 1,103 1,092 1,172 1,249 1,281
90 87 86 92 105 964,307 4,289 4,089

4,373 4,537 4,616

0
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1,000
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2,000
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3,000
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4,000
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5,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（人）

肢体 聴覚 視覚 内部 音声・言語

31 28 29 32 32 35
173 170 175 174 179 184

166 173 172 175 182 190

393 398 415 437 449 475

763 769 791 818 842 884
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300
400
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900
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（人）

1度 2度 3度 4度
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精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、身体障害者手帳所持者数、愛
の手帳・東京都療育手帳所持者数と比較しても増加の幅は大きくなっています。等級
別にみると、全ての等級で増加傾向にあります。 

 
■精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 

 
資料：昭島市障害福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 
■発達障害者（児）の状況 
文部科学省が令和４年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」では、知的発達に遅れは
ないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた児童・生徒の割合は８.
８％となっており、前回調査（平成 24 年実施）に比べ２.３ポイント増加しています。 
 
<小学校・中学校＞ 

 令和４年推定値 平成 24 年推定値 
学習面または行動面で著しい困難を示す 8.8％ 6.5％ 
学習面で著しい困難を示す 6.5％ 4.5％ 
行動面で著しい困難を示す 4.7％ 3.6％ 
学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3％ 1.6％ 

資料：文部科学省 
 

  

49 50 52 60 72 75

408 422 439 466 545 609

259 291 316 324
368

421
716 763 807 850

985
1,105

0

200

400
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1,200
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（人）

1級 2級 3級
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（６）保育園の就園状況 
保育園の就園状況について、定員・入所児童の合計は増加傾向にあり、待機児童数

は減少しています。入所児童数を年齢別にみると、特に 3 歳児以上では平成 27 年と
令和３年を比較して 178 人の増加となっています。 

 
資料：昭島市子ども子育て支援課（各年 4 月 1 日現在） 

 
 

  

（人）
年度 年 齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児以上 合 計

定 員 246 370 440 1,567 2,623
入所児童 199 411 486 1,468 2,564
（待機児童） （0） （16） （35） （0） （51）
定 員 255 400 472 1,656 2,783
入所児童 222 423 495 1,539 2,679
（待機児童） （2） （13） （1） （5） （21）
定 員 261 415 489 1,675 2,840
入所児童 225 453 531 1,584 2,793
（待機児童） （3） （12） （0） （2） （17）
定 員 262 417 492 1,678 2,849
入所児童 237 447 528 1,676 2,888
（待機児童） （0） （21） （9） （5） （35）
定 員 263 418 494 1,678 2,853
入所児童 232 442 520 1,676 2,870
（待機児童） （0） （11） （1） （0） （12）
定 員 262 419 495 1,686 2,862
入所児童 220 452 516 1,652 2,840
（待機児童） （1） （25） （1） （0） （27）
定 員 271 430 507 1,683 2,891
入所児童 227 448 533 1,646 2,854
（待機児童） （1） （10） （4） （0） （15）

令和2年

令和3年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年
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（７）生活保護受給世帯数の推移 
生活保護世帯数、生活保護人員数は近年緩やかな減少傾向にあります。 
生活保護率は 20‰前後で推移しています。東京都と同程度の水準となっています

が、国及び都内 26 市平均よりは高い水準となっています。 
 
■生活保護世帯及び人員の推移 

 
資料：昭島市生活福祉課（各年度末） 

 
■生活保護率の推移 

 
資料：昭島市生活福祉課（各年度末） 

※‰（パーミル）は 1,000 分の１を１とする単位です。 
  

1,807 1,832 1,770 1,739 1,740 1,740

2,430 2,412 2,280 2,198 2,198 2,168

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（世帯/人）

生活保護世帯 生活保護人員

21.8 21.7 
20.4 19.7 19.6 19.3 

17.0 16.9 16.8 16.6 16.4 16.4 

21.8 21.5 21.2 20.8 20.4 20.3 

18.1 18.0 17.8 17.6 17.4 17.4 

0.0

5.0
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20.0

25.0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（‰）

昭 島 市 国 都 26 市平均
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（８）外国人住民者数 
外国⼈住⺠者数は平成 31 年まで増加し、令和２年以降は減少しています。 
出身国別にみると、「中国」「韓国・朝鮮」「フィリピン」「ネパール」が占める割合

は一貫して多くなっています。 
 

■外国⼈住⺠者数の推移 

 
※平成 27 年〜平成 29 年の「ベトナム」「台湾」「ブラジル」「ペルー」はその他に含まれる。  

資料：住⺠基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 
 

708 723 743 697 744 695 710

560 560 545 550 534 519 507

261 286 329 376 387 403 394
142 197 221 251 271 262 265

49 58
68 70 66 61 61

26 23
26 29 30 28 29

58
52

53 66 65 49 43
8

7
8 14 6 41 46

279 298 341 32346 48 47 4447 48 53 5549 54 48 47

515
561

613

214 233 208 212

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年
総 数 2,327 2,467 2,606 2,688 2,784 2,755 2,736
その他 515 561 613 214 233 208 212

ペルー 0 0 0 49 54 48 47
ブラジル 0 0 0 47 48 53 55
台湾 0 0 0 46 48 47 44
ベトナム 0 0 0 279 298 341 323
ミャンマー 8 7 8 14 6 41 46
インド 58 52 53 66 65 49 43
タイ 26 23 26 29 30 28 29

米国 49 58 68 70 66 61 61
ネパール 142 197 221 251 271 262 265

フィリピン 261 286 329 376 387 403 394
韓国・朝鮮 560 560 545 550 534 519 507

中国 708 723 743 697 744 695 710

（人）
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●● ３ 地域福祉に対する住民等の意識 ●● 
（１）住民への意識調査 
本計画の策定にあたって、地域の課題やそれに対する住⺠意識を把握し、計画に反映する

ために以下の通り意識調査を実施しました。調査項目は、性別、年齢などの基礎的項目のほ
か、地域との関わり方、今後必要な福祉の取組、ボランティア活動と福祉教育、災害発生時
の対応、社協についてそれぞれ設定しました。（調査結果の概要は５７ページからの資料４を
ご覧ください。） 
 
①調査対象者 

昭島市内に居住する 18 歳以上の住⺠ 1,000 名に、市内団体を通して調査票を配付しまし
た。協力団体は以下の通りです。回収は、郵送または Web フォーマットからの回答にて行い
ました。 

No 団体 件数 
１ 自治会会員 400 
２ 子育て施設関係（保育園保護者） 230 
３ ⺠⽣委員・児童委員 80 
４ 赤十字奉仕団会員 50 
５ 老人クラブ連合会会員 50 
６ 障害者（児）関係団体（会員） 50 
７ ファミリー・サポート・センター会員 140 

 合計 1,000 
 

②調査期間 
令和３年 12 月 20⽇〜令和４年１⽉ 31 日 
 

③回答状況 
回収方法 件数 回収率 

調査用紙 503 件 50.3％ 
Web アンケート 91 件 9.1％ 
合計 594 件 59.4％ 
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④回答者属性 
【性別】 男性：239 名（38 名） 女性：343 名（53 名） 無回答：12 名 

合計：594 名 
【年齢】 20 代：10 名（３名）  30 代：110 名（30 名） 

40 代：96 名（28 名）  50 代：67 名（16 名） 
60〜64 歳：50 名（５名） 65〜69 歳：54 名（２名） 
70〜74 歳：99 名（５名） 75 歳以上：103 名（２名） 
無回答：5 名 

合計：594 名 （91 名） ※（）は Web 回答者内数 
 

◆住⺠意識調査結果から⾒える課題等 
・地域コミュニティの希薄化がさらに進行していることがうかがわれる。一方で、自分の

生活に余裕ができれば近所同士のつながりが広がることも期待される状況にある。 
・地域の人との関りについて「できれば親しくなりたい」との回答割合が近所づきあいの

程度に関わらず高いことから、多くの方が近所づきあいを拒否している状況にはないこ
とがうかがえる。 
・福祉について理解を深めるためには、様々な⽴場の住⺠が交流する機会を持つことが重

要である。 
・子ども、若者、高齢者など、誰でも集まれる空間が必要である。 
・多世代が集まれる場として、空き家の活用を検討すべきである。 
・障害者（児）等への理解について、特に若い世代への取組が必要である。 
・無理なく参加できる様々なボランティア活動などについて、わかりやすい情報提供がな

されることで、参加する方の増加が見込まれる状況にある。 
・親子で参加できるボランティア活動であれば参加しやすい。 
・福祉について、子どもと一緒に学べる機会があれば参加したい。 
・災害時に支援活動を行うためには、普段からの近所づきあいが大変重要である。 
・個人情報保護との関係から、災害時要援護者の把握方法が課題である。 
・今後も多様な子育て支援策を講じることが重要である。 
・福祉に関わる住⺠を増やす努⼒が必要である。 
・⼦どもの貧困、ヤングケアラー問題など、⻘少年を取り巻く環境は悪化している。⻘少年

にもっと目を向けてほしい。 
・隣近所の付きあいが少なくなっていることから、地域イベント、お祭り、老人会活動な

ど、世代間交流の機会を増やしたい。 
・地域福祉を推進するためには、有償ボランティアの活用も有効である。 
・コロナ禍を経験し、様々な活動を維持・継続するためには IT 技術の活用を推進する必要

がある。 
・認知度が低い社協の事業などに関し、様々な媒体を利用しての周知が必要である。 
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（２）関係団体等からの聞き取り 
住⺠や関係団体等の皆さまに、地域課題やその解決に向け実践している活動等について直
接お聞きするために、市と連携してヒアリング調査及び地域連絡会を実施・開催しました。 

ここで出された皆さまからのご意見等も、計画策定の参考とさせていただきました。 
 
①関係団体等へのヒアリング調査 
〇実 施 日  令和４年２⽉〜３⽉実施 （11 日間） 
〇参 加 者  団体の委員及び代表等・市介護福祉課職員・地域包括支援センター職員・

社協コーディネーター （総参加人数：36 名） 
 〇対象団体等  自治会・老人クラブ・サロン運営者・医療機関等（病院、薬局）・食料品 
         販売業・その他（市内信用金庫・不動産仲介業・東京都住宅供給公社） 
 
◆ヒアリング調査結果から見える主な課題等 

・自治会加入世帯は減少が続いている。 
・自治会会員の高齢化が進行していて、それを理由に退会する人もいる。 
・高齢単身者世帯が増加している。 
・若い世代に対して自治会加入を呼びかけてもなかなか加入にはつながっていない。 
・元々の住人と、引っ越してきた若い世代との交流がない。 
・保護者の負担増などの理由から、子ども会も衰退している状況にある。 
・地域での見守り等の支援は必要であるが、個人情報保護の関係で、災害時も含め活動が
非常に困難になっている。 

・ひきこもり対応や、支援をする方の人材育成、個人情報の取り扱いなどの課題が数多く
存在する。 

・認知症の方を地域で支援するためには、認知症に対する理解を深めることが必要である。 
・認知症サポーター養成講座受講者の活用、講座内容の見直しなどが必要である。 
・世代や障害の有無などを問わない集いの場が必要である。 
・ボランティア人口を増やすためには人材育成よりも発掘に力をいれても良いのではない

か。 
・福祉の担い手として、子どもなど多世代の方を巻き込むことによって関心が高まること

が期待される。 
・⾼齢者等が少しでも⻑く地域で暮らし続けるための支援（見守り・家事手伝い等）が必要

である。 
・多職種との連携により、顔の見える関係を構築しておくことが必要である。 
・買い物に不便を感じている⽅、買物難⺠に対する取組が必要である。 
・買い物は見て選ぶ喜びとともに社会参加の意味合いもあり、そういった場は大切である。 
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②地域連絡会 
 〇実施日    令和４年９⽉下旬〜10 月上旬 （５地域：５日間） 
〇参加者    参加団体の代表等、市介護福祉課職員、地域包括支援センター職員、社

協職員（生活支援コーディネーター等） （総参加人数：125 名） 
〇参加団体等  ⾃治会、⺠⽣委員・児童委員、ボランティア団体、居宅介護支援事業所、

くらし・しごとサポートセンター、デイサービス事業所、医療機関、薬
局、食料品販売業、市内企業、信用金庫、東京都住宅供給公社、昭島郵便
局 

 
◆地域連絡会で出された主な課題等 

・地域連携は重要だが、個人情報保護という壁がある。 
・様々な課題がある中で、相談窓口の一本化が必要である。 
・高齢者施策などについて、わかりやすいパンフレットなどが必要である。 
・顔の見える関係を構築するために、集いの場が必要である。 
・地域活動を活性化するための場が必要である。 
・異世代交流の場として、小学校の空き教室などを活用できないか。 
・「困った」が言いやすい地域づくりが重要である。 
・地域での見守りがあれば、安心して外に出られると思う。 
・自治会は世代交流の最適の場である。 
・情報共有ができる場があるとよい。 
・小地域連絡会など、身近な地域での協議の場が必要である。 
・核家族化の進展により、高齢化した世帯の家族関係も崩壊しているケースが多い。 
・孤立している高齢者が多い。 
・コロナ禍で巡回や見守りが出来ていない。 
・コロナ禍で地域のお祭りなどが開催できず、交流の場が失われている。 
・コロナ禍により、ひきこもり状態に陥った方が増えているように感じる。 
・ひきこもり状態にある方を支援する担い手を育成する必要がある。 
・制度のはざまにいる方の支援が必要である。 
・様々な相談窓口があるにも関わらず知られていない。 
・心配な方がいても、どこにつないだらよいのかわからない。 
・高齢者ばかりではなく、生活困窮者は増えている。 
・⾼齢者の買い物難⺠が増えている。 
・近隣の都立高校の生徒が年に数回地域の清掃活動を手伝ってくれている。こういった若

い世代の力をもっと活用できればと思う。 
・近所の情報は入るが、他の地域の情報が入ってこない。 
・LINEやオンラインを使ったサービスが多いがうまく使えない。 
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第３章 計画の内容 
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●● １ 基本理念と基本目標 ●● 
 

住⺠の皆さまが、住み慣れた地域で安らぎとぬくもりを感じ、自分らしくいきいきと暮ら
していくためには、自らのことは自らで支える「自助」、制度化された支えあいの取組を関係
機関などが連携して行う「共助」、行政の役割による「公助」に加え、隣近所や自治会等、近
隣地域の中でお互いが相手の立場を尊重し、協力しあう「互助」によるまちづくりが大切で
す。 

 
社協では、これまで「ともに⽀えあうまちづくり」を基本理念に掲げ、地域住⺠や地域団

体、福祉団体、関係機関等と連携・協働のもと様々な取組を推進してきましたが、本計画で
もこの基本理念を発展的に継承することとし、さらなる地域福祉の向上を目指します。 

 

《基本理念》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ともに支えあうまちづくり 
    

・互いの立場を理解し、尊重しあい、支えあっていくまち 
・いつまでも住み続けたいと思えるまち 
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基本理念である「ともに支えあうまちづくり」の実現を目指し、意識調査での回答や地域
連絡会での意見等を踏まえる中で、本計画の柱として次の４つの基本目標を設定します。 

 

《基本目標》 
基本目標１ 地域ぐるみで生活課題に取り組む仕組みをつくる 
 
基本目標２ 住民がいきいきと活動する地域をつくる 
 
基本目標３ 福祉教育の充実と地域で活動する人材を育成する 
 
基本目標４ 誰もが安心して住み続けられるまちをつくる 
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●● ２ 計画の体系 ●● 

    

基本
理念 基　本　目　標 プ　　ラ　　ン

と
も
に
支
え
あ
う
ま
ち
づ
く
り

1
地域ぐるみで生活課題に取り組
む仕組みをつくる
（P29～）

1-1 小地域福祉活動の推進

１-2 見守り活動の充実

2
住民がいきいきと活動する地域
をつくる
（P34～）

2-1 様々な交流機会の創設・拡充

2-2 集う場の確保

3-2 人材の確保・育成

2-3 ボランティア活動の拡充

3
福祉教育の充実と地域で活動す
る人材を育成する
（P39～）

3-1 福祉教育の推進

4-４ 地域福祉を推進するための社協の体制強化

4
誰もが安心して住み続けられる
まちをつくる
（P43～）

4-1 地域福祉権利擁護事業・成年後見制度の充実

4-2 子育て世帯、外国人居住者に対する支援

4-3 災害対策等の充実
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実　施　計　画
(1)サロン活動について住民へ周知・啓発します
(2)サロン運営を支援します
(3)サロン活動の活性化を図ります

② 地域懇談会の開催 (1)身近な課題を話しあう地域懇談会を開催します
(1)日頃からお互いを気遣いあう緩やかな見守り活動の仕組み
　　をつくります
(2)「地域元気ネットワーク事業」の充実を図ります

② ひきこもり状態にある方への支援 (1)ひきこもり状態にある方に対し、地域での支援体制を構築
　　します

③ ヤングケアラーに対する支援策の検討 (1)ヤングケアラーに対する支援策を検討します
① 様々な世代や新旧住民の交流 (1)子どもから高齢者まで世代を超えた交流や、新旧住民が交流

    する機会の拡充を図ります
② 障害者（児）と地域の人たちとの交流 (1)障害者（児）と地域の人たちが交流する機会を創設します
① 自治会館・公共施設の使用 (1)地域福祉活動を行う場として、自治会館や公共施設の使用に

    ついて、協議・検討します
② 空き家等の活用 (1)地域福祉活動を行う場として、空き家等の活用について

　　検討します
③ 誰もが集える場の確保 (1)常設サロンの設置を検討します

(１)若い世代がボランティア活動に定着してもらえるよう
　　取組を進めます
(２)シニアボランティアへの参加を促進します

② 企業や事業所等との連携 (1)企業や事業所等と連携してボランティア活動を推進します
(1)ボランティアや市民活動への参加意欲の向上を図るとともに、
     ボランティア同士の連携を深めるため、共通して活動する場を
     確保します
(2)ボランティア登録を推進し、多様な人材の活用を図ります
(1)市内小・中学校と連携して福祉を学ぶ機会の充実を図ります
(2)小・中学生が認知症を理解するための学習の機会を設けます

② 家庭で学ぶ (1)子どもと親が福祉についてともに学ぶ機会を提供します
① 人材の発掘 (1)地域に潜在している人材の発掘に努めます
② 地域リーダーの育成 (1)テーマを定めた研修会や学習会を開催し、地域リーダーを育成

    します
③ 研修等と連動した活動の場の提供 (1)研修会や学習会において習得した知識や技能が発揮できる

　　よう、関連する活動の場を提供します
④ 認知症の啓発と支援者の養成 (1)認知症に関する講座を開催します
⑤ （仮称）子ども人材センターの創設 (1)将来の地域福祉を担う人材の確保・育成を図るため、

　　（仮称）子ども人材センターを創設します
① 制度の周知・啓発 (1)研修会や学習会を開催し、制度の周知・啓発に努めます

(1)中核機関として、制度の利用促進に努めます
(2)市民後見人及び法人後見の活用を図ります

① ファミリー・サポート・センター事業の充実 (1)ファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります
② 外国人居住者支援策の充実・拡充 (1)外国人居住者支援策を充実・拡充します
① 防災訓練等への参加促進 (1)関係機関が実施する防災訓練等への参加を促進します

(1)ひとり暮らし高齢者の安否確認の方法等の対策を検討・充実
    します
(2)災害時に障害者（児）を地域で支援する仕組みづくりを
　　検討・推進します

③ 感染症等の感染拡大時の対応 (1)感染症等の感染拡大時の対応について検討を進めます
④ 災害ボランティアセンターの充実 (1)災害ボランティアセンターの充実を図ります
① 地区担当制度の活用 (1)地区担当職員は、担当する地域の課題解決等に努めます
② 地域福祉・生活支援コーディネーターの取組

推進
(1)地域福祉・生活支援コーディネーターは、地域課題の発見・
　　解決に向けての取組を推進します

③ 職員研修会の実施と「（仮称）社協強化発展計
画」の策定

(1)職員研修会を実施するとともに、社協強化・発展のための計画
    を策定し、実践します

④ 社協の広報強化 (1)社協の事業などについて、幅広く広報します

①

② 災害時における要配慮者対策の充実

② 成年後見制度の利用促進

学校で学ぶ

ボランティア人口の拡充

ボランティアセンターの充実

取 組 の 内 容

① サロン活動の推進

① 見守り活動の仕組みづくり

①

③
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●● ３ 実施計画 ●● 
 

実施計画においては、各取組に関係する団体や組織等を下記の呼称で記述しました。 
 

 
        

組織・団体名 呼  称 
住民 住民 
昭島市自治会連合会 自治連 
昭島市老人クラブ連合会 市老連 
昭島市民生委員・児童委員協議会 民児協 
昭島市地域包括支援センター 包括セ 
子育てネットワーク  

各ネットワーク あきしま地域福祉ネットワーク 
昭島市障害者（児）福祉ネットワーク 
市内小・中学校 学校 
昭島市 市 
昭島市社会福祉協議会 社協 
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基本目標１ 地域ぐるみで生活課題に取り組む仕組みをつくる 
現状と課題 

 

⼩地域福祉活動とは、⾝近な地域で⽀えあう仕組みを築き、主⼈公である住⺠の皆さまが
地域の困りごとや心配ごとの解決に向けた方法や活動内容などをともに考えて、地域で取り
組んでいく地域活動のことです。 

●●● 
小地域福祉活動を推進していくためには、まずは身近な地域で顔の見える関係を築くこと

が重要です。 
サロン、地域の行事や懇談会、日頃からの見守りなどを通して、子どもや高齢者、子育て

世代や障害のある方など、同じ地域に暮らす様々な人たちが出あい、顔見知りになることが
地域福祉の第一歩です。 

●●● 
現在、市内では住⺠の誰もが気軽に参加できる交流と仲間づくりの場として様々なサロン

が開催されています。 
サロンの運営には、自分からやってみようという人たちや、自治会、老人クラブ、⺠⽣委

員・児童委員、ボランティアの皆さまなど多くの人たちが関わっています。 
●●● 

こうした活動などを通して住⺠相互の緩やかなネットワークを構築し、地域に起こる様々
な課題を自分達のものとして捉え、解決していく仕組みが必要です。 

 

 

方向性 
本計画では、サロン活動の普及促進などを通して住⺠の地域福祉への関⼼を⾼め、

地域ぐるみで生活課題に取り組む仕組みづくりを推進します。  
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プラン１-１ 小地域福祉活動の推進 
取組内容 

 

① 顔の見える関係を築くため、日常の生活圏域を単位とした地域で子どもや高齢者、障
害者（児）など、誰もが気軽に利用できるサロン活動を推進します。 

② 地域の課題を自分たちのものとして考え解決していくため、地域内で懇談会を開催し
ます。 

 
①サロン活動の推進  
（１）サロン活動について住民へ周知・啓発します。 
パンフレット「昭島ふれあいほっとサロン」、広報紙やホームページ、SNSを活用し、サロ
ン活動について広く周知・啓発します。 
関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 広報紙への掲載回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：６回 

 
（２）サロン運営を支援します。 

「昭島ふれあいほっとサロン支援実施要綱」に基づき、サロンの立上げや運営に関する助
言や情報提供に努めるとともに、活動費等を助成するなどサロン運営を支援します。 
また、各ネットワークなど関係団体と連携し、多様な形態や内容のサロンの立上げを推進
します。 
さらに、高齢者でも気軽に歩いて行ける範囲でのサロン増設に向けて、広報紙やホームペ
ージ、SNSで支援制度を周知するなどして、運営者の発掘に努めます。 

関係する団体等 ⾃治連・⺠児協・市⽼連・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 サロン数（令和５年３月１日現在：109箇所） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 

110箇所 115箇所 120箇所 125箇所 130箇所 135箇所 140箇所 
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（３）サロン活動の活性化を図ります。 

サロンの運営者や各ネットワークなどと連携し、サロン活動に関心のある人やこれからサ
ロン活動を始めようとする人に対する研修会を開催します。また、社協の地区担当職員が
参加してのサロン交流会等を地区ごとに開催し、サロン活動の活性化を図ります。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・社協 
数 値 目 標 等 研修会・交流会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 

毎年度：４回 
 

②地域懇談会の開催 
（１）身近な課題を話しあう地域懇談会を開催します。 
社協の地区担当職員は関係団体などと連携し、生活圏域の中で身近な課題について話しあ
う「地域懇談会」を、地域包括支援センターの地区割を基本として開催します。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・社協 
数 値 目 標 等 地域懇談会の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
2 回 3 回 2 回 3 回 2 回 3 回 2 回 

 

 

 

 
  



32 
 

プラン１-２ 見守り活動の充実 
取組内容 

 

① 子どもや高齢者、障害者（児）など様々な人たちが生活圏域内でお互いを気遣いあう見
守り活動の仕組みをつくります。 

② ひきこもり状態にある方の把握と、相談・支援体制づくりを推進します。 
③ ヤングケアラーに対する支援策の検討を進めます。 

 
①見守り活動の仕組みづくり 
（１）日頃からお互いを気遣いあう緩やかな見守り活動の仕組みをつくります。 
市や関係団体等と連携して連絡会等を開催し、孤独や孤立などの事例を通して発見から見
守り、関係者との情報共有や支援までの流れなどを検証することにより、日頃から生活圏
域でお互いを気遣いあう緩やかな見守り活動の仕組みをつくります。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 仕組みづくりに向けた連絡会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
１回 １回 １回 3 回 3 回 3 回 3 回 

 
（２）「地域元気ネットワーク事業」の充実を図ります。 
70歳以上のひとり暮らし高齢者の見守り活動を目的に実施している「地域元気ネットワー
ク事業」の充実を図ります。 
関係する団体等 ⺠児協・社協 

数 値 目 標 等 「地域元気ネットワーク事業」の登録者数（令和５年３月１日現在：1,420
人） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
1,460 人 1,500 人 1,540 人 1,580 人 1,620 人 1,660 人 1,700 人 

 
②ひきこもり状態にある方への支援 
（１）ひきこもり状態にある方に対し、地域での支援体制を構築します。 

ひきこもり状態にある方や、その家族の居場所づくりや交流の場を開催する市⺠団体、専
門職や支援機関などと連携し、必要な支援につなげるための連絡会等を開催するなどして、
地域における支援体制を構築します。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 連絡会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
連携・協議・検討 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
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③ヤングケアラーに対する支援策の検討 
（１）ヤングケアラーに対する支援策を検討します。 
ヤングケアラーについて、関係団体や学校、市と連携して把握に努めるとともに、その支
援策の検討を進めます。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・学校・市・社協 
数 値 目 標 等 対象者の把握、支援策の検討・実施 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 

把握・検討・実施 
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基本目標２ 住民がいきいきと活動する地域をつくる 
現状と課題 

 

少子高齢化や核家族化の進展、ライフスタイルの多様化などにより人々の生き方や関わり
方は大きく変わってきました。 

地域コミュニティの希薄化が進行していると言われる現代社会においては、様々な世代や
新旧住⺠などが交流する機会や場所を確保するとともに、それぞれの住⺠がいきいきと活動
できる地域を形成することにより、コミュニティを再構築することが求められています。 

●●● 
住むまちに誇りと愛着を持ち、いつまでも住み続けたいと思えるまちをつくっていくため

には、地域の課題に積極的に関わり、自分達の問題として考え、行動していく姿勢が大切で
す。 

この姿勢を住⺠の皆さまが実践することにより、地域はより豊かで活力に満ちたものとな
り、そこに住む人たちに生きがいと自己実現の機会をもたらします。 

●●● 
地域住⺠がいきいきと活動する地域をつくることこそ、「ともに⽀えあうまちづくり」の基

本です。 
 

 

方向性 
本計画では、人々が交流する機会や場所の創設・拡充や、ボランティア活動を活性

化することにより、お互いを理解しあい、生きがいを持って、そこに住む人々がいき
いきと活動できる地域づくりを推進します。 
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プラン２-１ 様々な交流機会の創設・拡充 
取組内容 

 

① 地域住民が顔を合わせる機会を創設・拡充します。 
② お互いの立場を理解するため、障害者（児）と地域住民が交流する機会の創設・拡充を

図ります。 
 

①様々な世代や新旧住民の交流 
（１）子どもから高齢者まで世代を越えた交流や、新旧住民が交流する機会の拡充を図ります。 

地域のおまつりや運動会、子ども会などの地域活動やサロン活動などの場を通じて、様々
な世代や新旧住⺠が交流する機会の拡充を図ります。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 交流機会の拡充 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
交流機会の拡充 

 

②障害者（児）と地域の人たちとの交流 
（１）障害者（児）と地域の人たちが交流する機会を創設します。 

障害者（児）関連団体とも連携し、障害者（児）と地域の人たちが、イベントなどを通し
て顔見知りの関係を築くための機会を創設し、こういった方々への理解を深めるとともに、
交流を図ります。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 交流機会の創設 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
連携・協議・検討 交流機会の創設 
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プラン２-２ 集う場の確保 
取組内容 
 

① 自治会館や公共施設の使用について協議・検討します。 
② 空き家等の活用について検討します。 
③ 常設サロンの設置について検討・設置します。 

 
①自治会館・公共施設の使用 
（１）地域福祉活動を行う場として、自治会館や公共施設の使用について、協議・検討します。 

地元自治会や市の担当課と連携し、地域福祉活動を行う場として自治会館や市立会館等の
公共施設の使用について協議・検討を進めます。 
関係する団体等 自治連・市・社協 
数 値 目 標 等 自治会館・市立会館等の使用状況の把握 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
使用状況の把握 

 
②空き家等の活用 
（１）地域福祉活動を行う場として、空き家等の活用について検討します。 

所有者情報が得られた市内の空き家・空き室・空き店舗等について、市⺠が安⼼して地域
福祉活動を行う場として活用できるよう協議・検討します。 
関係する団体等 市・社協 
数 値 目 標 等 空き家等の活用数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
協議・検討 1 1 2 2 

 

③誰もが集える場の確保 
（１）常設サロンの設置を検討します。 

いつでも誰でも気軽に立ち寄れる常設サロンについて、設置場所や運営方法、実施主体、
活動内容等の検討を進めます。 
また、モデル事業として市内１箇所に常設サロンを設置します。 
関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 モデル事業実施数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
設置場所、運営方法等の検討 1 1 1 1 
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プラン２-３ ボランティア活動の拡充 
取組内容 

 

① 若い人から高齢者までボランティアの輪を広げ、ボランティア人口の拡充を図ります。 
② 企業や事業所等と連携してボランティア活動を推進します。 
③ ボランティアセンターの活動を充実します。 

 
①ボランティア人口の拡充 
（１）若い世代がボランティア活動に定着してもらえるよう取組を進めます。 

「夏の体験ボランティア」に参加した小、中、高、大学生を対象に懇談会や研修会を開催す
るなどして、若い世代がボランティア活動に定着してもらえるような取組を進めます。 
また、SNS等を活用し、若い世代が情報を入手しやすい環境を整えます。 
関係する団体等 住⺠・学校・市・社協 
数 値 目 標 等 懇談会・研修会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
1 1 1 2 2 2 2 

 
（２）シニアボランティアへの参加を促進します。 

広報紙やホームページ、SNSを通してシニアボランティアについて周知・啓発するなどし
てボランティア活動への興味や関心を醸成し、参加への足掛かりをつくります。 
関係する団体等 住⺠・社協 
数 値 目 標 等 広報紙への掲載回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：２回 

 
②企業や事業所等との連携 
（１）企業や事業所等と連携してボランティア活動を推進します。 

企業や事業所等における社会貢献の場としてのボランティア活動について、市と連携して
推進します。 
関係する団体等 市・社協 
数 値 目 標 等 活動状況の把握 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
活動状況の把握 
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③ボランティアセンターの充実 
（１）ボランティアや市民活動への参加意欲の向上を図るとともに、ボランティア同士の連携を深めるた

め、共通して活動する場を確保します。 

「ボランティア・市⺠活動フェスティバル」を開催し、ボランティアや市⺠活動への参加
意欲の向上を図るとともに、共通する活動の場を確保するなどして、ボランティア同士の
連携を深めます。 
関係する団体等 住⺠・市・社協 
数 値 目 標 等 「ボランティア・市⺠活動フェスティバル」の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：１回 

 

（２）ボランティア登録を推進し、多様な人材の活用を図ります。 

ボランティア登録を推進し、登録した人の活動の場をコーディネートするなどして、多様
な人材の活用を図ります。 
関係する団体等 住⺠・社協 
数 値 目 標 等 個人ボランティア登録者数（令和５年３月１日現在：62人） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
70 人 80 人 90 人 100 人 110 人 120 人 130 人 
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基本目標３ 福祉教育の充実と地域で活動する人材を育成する 
現状と課題 

 
地域福祉を継続的に推進していくためには、将来を見据えた福祉教育の充実と地域リーダ

ーの育成が欠かせません。 
●●● 

地域住⺠が地域や福祉について学ぶ機会の提供は、「地域福祉の推進」をその役割とする社
協にとって極めて重要です。 

子どもたちが、地域で暮らす高齢者や障害のある方など様々な人と関わり、多様な生き方
に触れることで、命の大切さや思いやりの心、相手を理解しようとする豊かな心を育むこと
につながります。 

また、大人が福祉や⽣活に関する課題を学び、積極的に関わることで、住⺠同⼠がともに
生きる地域（地域共生社会）づくりを進めるきっかけになります。 

●●● 
地域には様々な分野で多彩な才能を持った人たちが暮らしています。 
そうした人たちに地域活動の担い手として活躍してもらうためには、誰かに強制されるの

ではなく、また、必ずしも組織に所属するのでもなく、緩やかなつながりの中で自由に活動
できる環境を整えることが重要です。 

 

 

方向性 
本計画では、福祉教育を通して将来を担う子どもたちの豊かな心の醸成を図ると

ともに、地域のリーダーとして活動する人材を発掘、育成、応援します。     
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プラン３-１ 福祉教育の推進  
取組内容 

 

① 「福祉教育支援プログラム」の充実を図ります。 
② 親子で福祉を考える機会を提供します。 

 
①学校で学ぶ 
（１）市内小・中学校と連携して福祉を学ぶ機会の充実を図ります。 
社協が作成する「福祉教育支援プログラム」について、ボランティア団体の協力を得て多
様なメニューを用意するなど、多くの学校が福祉教育に利用してもらえるよう充実を図り
ます。 
また、プログラムを提供するボランティア団体等と、利用する学校との連絡会を開催しま
す。 
関係する団体等 学校・社協 
数 値 目 標 等 プログラムを利用する学校数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
５校 ５校 ５校 ６校 ６校 ７校 ７校 

 

（２）小・中学生が認知症を理解するための学習の機会を設けます。 
包括セや学校と連携し、小・中学生に認知症を理解してもらうための授業や説明会などを
開催します。 

関係する団体等 包括セ・学校・社協 
数 値 目 標 等 説明会を開催する学校数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
１校 １校 3校 3校 5校 5校 5校 

 

②家庭で学ぶ 
（１）子どもと親が福祉についてともに学ぶ機会を提供します。 
家庭で福祉を考える機会につなげるため、夏休みに親子で参加できる体験会や学習会など
を開催します。 

関係する団体等 住⺠・社協 
数 値 目 標 等 体験会・学習会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：１回 
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プラン３-２ 人材の確保・育成  
取組内容 

 

① 地域の人材を発掘します。 
② 地域のリーダーを育成します。 
③ 研修等と連動した活動の場を提供します。 
④ 認知症について啓発するとともに、支援者を養成します。 
⑤ （仮称）子ども人材センターを創設します。 

 

①人材の発掘 
（１）地域に潜在している人材の発掘に努めます。 

関係団体等と連携し、各種講習会等を開催する中で、組織に属さない団塊世代の高齢者や
若年層など、地域福祉の新たな担い手の発掘に努めます。 
また、市内中学校や高校の生徒会役員に声がけするなどして、意欲のある若い世代のリー
ダー発掘に努めます。 

関係する団体等 自治連・市老連・⺠児協・学校・社協 
数 値 目 標 等 講習会等の開催回数・ヤングリーダーの発掘 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：4 回・ヤングリーダ―の発掘 

 

②地域リーダーの育成 
（１）テーマを定めた研修会や学習会を開催し、地域リーダーを育成します。 

既に地域福祉活動等を展開する住⺠団体や専門職と連携し、地域リーダーの育成を目的と
した研修会や学習会を開催します。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市⽼連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 研修会・学習会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：２回 
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③研修等と連動した活動の場の提供 
（１）研修会や学習会において習得した知識や技能が発揮できるよう、関連する活動の場を提供します。 

研修会や学習会への参加者の意向を聴取し、習得した知識や技能が発揮できるボランティ
ア活動を紹介するなど、実際の活動と結び付くよう支援します。 

関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 活動の支援及び状況把握 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
活動支援・状況把握 

 
④認知症の啓発と支援者の養成 
（１）認知症に関する講座を開催します。 

サロンや自治会の会合など様々な機会を捉え、認知症に関する啓発と支援者の養成を目的
とした講座を開催します。 
関係する団体等 自治連・包括セ・市・社協 
数 値 目 標 等 講座の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：4 回 

 

⑤（仮称）子ども人材センターの創設 
（１）将来の地域福祉を担う人材の確保・育成を図るため、（仮称）子ども人材センターを創設します。 

将来、地域福祉の推進を担う人材を確保・育成するため、学校や関係団体等と連携・協議
し、子どもたちが身近な地域で簡単な福祉活動を行う「（仮称）子ども人材センター」を創
設します。 
関係する団体等 学校・社協 
数 値 目 標 等 モデル事業の実施数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
連携・協議・検討 1 事業 2 事業 
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基本目標４ 誰もが安心して住み続けられるまちをつくる 
現状と課題 

 

本計画の基本理念である「ともに支えあうまちづくり」の実現は、結果として高齢者や障
害のある方、子育て世代や外国人居住者など「誰もが安心して住み続けられるまちづくり」
につながるものです。 

●●● 
社協では、これまで誰もが住み慣れた地域で安⼼して住み続けられるよう、住⺠の皆さま

や関係団体等のご協力のもと、様々な事業を展開してきましたが、今後も各事業について、
さらなる充実を目指して取り組みます。 

●●● 
さらに、社協は社会福祉法人として自ら福祉サービスの提供などの活動に取り組む一方で、

住⺠、地域団体、事業者、市等との連携・協働に向けてコーディネーターとしての機能を発
揮し、地域福祉推進の中心的役割を果たしていきます。 

 

 

方向性 
本計画では、誰もが安心して住み続けられるよう、権利擁護支援や子育て支援、災

害発生時等における対策の充実を図ります。 
また、「基本理念」や「基本目標」を実現するため、既存事業の充実・拡充を進め

るとともに、社協の機能強化を図っていきます。 
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プラン４-１ 地域福祉権利擁護事業・成年後見制度の充実 
取組内容 

 

① 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度の周知・啓発に努めます。 
② 成年後見制度の利用促進に努めるとともに、市民後見人及び法人後見の活用を検討し

ます。 
 

①制度の周知・啓発 
（１）研修会や学習会を開催し、制度の周知・啓発に努めます。 

広報紙やホームページ、SNSなどを活⽤するとともに、市⺠向けの学習会や説明会を開催
するなどして、地域福祉権利擁護事業と成年後見制度の周知・啓発に努めます。 

関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 学習会・説明会等の開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 

毎年度：３回 
 

②成年後見制度の利用促進 
（１）中核機関として、制度の利用促進に努めます。 

成年後見制度利用促進の中核的な役割を担う「中核機関」として、弁護士、司法書士、社会
福祉士、精神保健福祉士などの専門職とも連携し、権利擁護支援の方向性を検討するなど
制度の利用促進に努めるとともに、権利擁護支援地域連携ネットワークを構築します。 

関係する団体等 市・社協 
数 値 目 標 等 専門職を交えた支援検討会議開催回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
12 回 12 回 12 回 12 回 18 回 18 回 18 回 

 

（２）市民後見人及び法人後見の活用を図ります。 
市と連携し、講習会を実施するなどして、市⺠後⾒⼈の養成と積極的な活用を図ります。 
また、現在実施している法人後見モデル事業を継続し、法人後見の活用につなげます。 

関係する団体等 市・社協 
数 値 目 標 等 社協における法人後見受任件数（令和５年３月１日現在：１件） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
1件 1件 1件 2件 2件 3件 3件 
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プラン４-２ 子育て世帯、外国人居住者に対する支援 
取組内容 

 

① ファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。 
② 外国人居住者に対する支援策の充実・拡充を図ります。 

 
①ファミリー・サポート・センター事業の充実 
（１）ファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。 

子育てに対する支援が必要な方が気軽に支援が受けられるよう、協力会員の増員を図ると
ともに、事業の周知に努めるなど充実を図ります。 

関係する団体等 住⺠・社協 
数 値 目 標 等 協力会員数（令和５年３月１日現在：331名） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
335 名 340 名 345 名 350 名 355 名 360 名 365 名 

 
②外国人居住者支援策の充実・拡充 
（１）外国人居住者支援策を充実・拡充します。 

近年増加している外国人居住者に対し、ボランティア団体の協力を得ながら、日本語習得
のための支援などの充実・拡充を図ります。 

関係する団体等 市・社協 
数 値 目 標 等 外国人支援策の充実・拡充 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
充実・拡充 
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プラン４-３ 災害対策等の充実 
取組内容 

 

① 有事に備え、防災訓練への参加を通して地域連携を深めます。 
② 災害時における要配慮者に対する対策を推進します。 
③ 感染症等の感染拡大時の対応について検討を進めます。 
④ 災害ボランティアセンターの充実を図ります。 

 
①防災訓練等への参加促進 
（１）関係機関が実施する防災訓練等への参加を促進します。 

防災、減災意識を高めるとともに、地域連携を深めるために、市や自治会（自主防災組織）
などが実施する防災訓練等への積極的な参加を促進します。 

関係する団体等 住⺠・⾃治連・市・社協 
数 値 目 標 等 防災、減災意識の高揚・地域連携の深化 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
防災、減災意識の高揚・地域連携の深化 

 

②災害時における要配慮者対策の充実   
（１）ひとり暮らし高齢者の安否確認の方法等の対策を検討・充実します。 
「地域元気ネットワーク事業」を通して70歳以上のひとり暮らし高齢者情報を整理するな
どして、個人情報保護に配慮する中で、災害時における安否確認などの対策の検討・充実
を図ります。 

関係する団体等 住⺠・自治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 災害時における一人暮らし高齢者に対する対策の検討・充実 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
検討・充実 

 

（２）災害時に障害者（児）を地域で支援する仕組みづくりを検討・推進します。 

障害者（児）を支援するための災害ボランティア研修の開催など、障害者（児）関係団体
とも連携し、災害時に地域で支援する仕組みづくりを検討・推進します。 
関係する団体等 住⺠・⾃治連・市⽼連・⺠児協・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 仕組みづくりの検討・推進 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
連携・検討・推進 
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③感染症等の感染拡大時の対応 
（１）感染症等の感染拡大時の対応について検討を進めます。 

様々な活動に制限がかかったコロナ禍の経験を踏まえ、感染症等の感染拡大時には対面型・
集合型の活動に変えて、オンラインを活用した非接触型による活動の継続など、感染症等
の特性も踏まえる中で、関係機関等と連携・協議して対応策の検討を進めます。 

関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 状況に応じた対応策の検討 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
連携・協議・検討 

 

④災害ボランティアセンターの充実 
（１）災害ボランティアセンターの充実を図ります。 

災害ボランティアセンターの充実を図るため、定期的に立上げ訓練を実施します。 
また、「災害時対応マニュアル」及び「業務継続計画」の適時・適切な見直しを行い、災
害時に備えます。 
関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 災害ボランティアセンターの立上げ訓練実施回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：1 回 
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プラン４-４ 地域福祉を推進するための社協の体制強化 
取組内容 

 

① 地区担当制度を活用し、地域課題の解決等に努めます。 
② 地域福祉・生活支援コーディネーターの取組を推進します。 
③ 社協の機能強化を図ります。 
④ 社協の活動を積極的に広報 PR します。 

 
①地区担当制度の活用 
（１）地区担当職員は、担当する地域の課題解決等に努めます。 
地区担当職員は、地域のサロンや会議に出席するなどして住⺠と顔の⾒える関係を構築し、
地域課題等の解決に向けた調整役として活動します。 

関係する団体等 住⺠・⾃治連・社協 
数 値 目 標 等 サロン、会議等への地区担当職員の出席回数（現状値：年１回） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：２回 

 
②地域福祉・生活支援コーディネーターの取組推進 
（１）地域福祉・生活支援コーディネーターは、地域課題の発見・解決に向けての取組を推進します。 
「地域福祉コーディネーター」及び「生活支援コーディネーター」は、地域課題の発見や
解決に向け、住⺠と関係団体等による話しあいの場の立上げを支援するなどの取組を推進
します。 

関係する団体等 住⺠・⾃治連・市老連・⺠児協・包括セ・各ネットワーク・市・社協 
数 値 目 標 等 話しあいの場の箇所数（令和５年３月１日現在：２箇所） 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
3箇所 4箇所 5箇所 6箇所 7箇所 8箇所 9箇所 

 

③職員研修会の実施と「（仮称）社協強化発展計画」の策定 
（１）職員研修会を実施するとともに、社協強化・発展のための計画を策定し、実践します。 
社協として果たすべき役割を再確認し、職員同士が共通認識を持つことにより、本計画の
推進はもとより、地域福祉のさらなる向上を目指すことを目的に、職員研修会を実施する
とともに、「（仮称）社協強化発展計画」を策定し、実践します。 

関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 職員研修会の実施回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：１回 
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④社協の広報強化 
（１）社協の事業などについて、幅広く広報します。 
社協の活動等への賛同を得るとともに、各種事業への参加・利用につながるよう、様々な
機会を捉えて積極的に広報します。 
また、社協のマスコットキャラクター「ワーオくん」がイベントなどに参加する機会を確
保し、子どもたちをはじめ多くの方にその存在を知ってもらうことにより、社協の認知度
の向上に努めます。 

関係する団体等 社協 
数 値 目 標 等 ワーオくんのイベント等への参加回数 

R5 R6 R7 R８ R9 R10 R11 
毎年度：4 回 

 

 

 

  



50 
 

  



51 
 

 

第４章 計画の推進と検証 
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●● １ 計画の推進 ●● 
本計画を推進するためには、住⺠、自治会、老人クラブ、⺠⽣委員・児童委員、ボランティ

ア、福祉関係団体など、これまで地域福祉を支えてこられた地域の皆さまや、行政とのより
一層の連携が必要です。 

 
今後も、社協が中心となってこれらの皆さまと連携・協働し、「ともに支えあうまちづくり」

の実現を目指します。 
 
計画推進にあたっては、様々な立場の皆さまからご意見をいただくことが重要であること

から、今後、地域福祉活動計画推進委員会（以下、推進委員会という。）を設置し、住⺠参加
と住⺠合意を基本に着実な推進に努めます。 

 

●● ２ 計画の進行管理・評価 ●● 
本計画に掲げた事業等については、必ずしも数値目標を設定することで進捗状況や達成状

況が測れるものでないものも多くあります。 
 
そういった事業等については、実施までのプロセス、進捗状況や実績等のデータを蓄積す

るなどして、できる限り成果の「見える化」を図ります。 
 
また、本計画の進行管理・評価には PDCAサイクルを導入し、推進委員会において、事業
等の進捗状況や成果を報告する中で評価を行い、適宜、計画の変更や事業の見直しなどを実
施します 

 
■PDCAサイクル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

計画（Plan） 
これをやってみよう 
※地域福祉活動計画の策定 

評価（Check） 
そしてどうなった 

※推進委員会による評価の実施 

⾒直し（Action） 
こう変えてみよう 

※計画の変更・事業の見直し 

実⾏（Do） 
これをやった 

※市⺠、地域、行政等、 
社会福祉協議会による取組 
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資料編 
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１ 昭島市地域福祉活動計画策定委員会開催状況 
 

  

回 日  時 内  容 出席者 
１ 令和４年７月６日（水） 

書面開催 
委員委嘱 
諮問 
協議・報告事項 

・昭島市社会福祉協議会について 
・計画策定の経緯等について 
・住民意識調査結果について 
・住民懇談会の開催について 
・第２回以降の策定委員会開催予定等について 

18 名 

２ 令和４年９月 16 日（金） 
午後 6 時 30 分～ 

委員長、副委員長の互選 
協議・報告事項 

・第１回策定委員会書面開催に伴う意見について 
・住民意識調査結果のまとめについて 
・現「支えあいプラン」（実施計画）の評価について 

13 名 

３ 令和４年11月16日（水） 
午後 6 時 30 分～ 

協議・報告事項 
・昭島市地域福祉活動計画（素案）について 
・第４回以降の策定委員会開催予定について 

17 名 

４ 令和５年１月 26 日（木） 
午後 6 時 30 分～ 

協議・報告事項 
・昭島市地域福祉活動計画（案）について 

16 名 

５ 令和５年２月 24 日（金） 
午後 6 時 30 分～ 

協議・報告事項 
・昭島市地域福祉活動計画（案）について 
・答申 

14 名 
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２ 昭島市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 
 

（設置） 
第１条 昭島市地域福祉活動計画の策定について検討するため、昭島市地域福祉活動計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、昭島市社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）の諮問に応じ、昭島市地域

福祉活動計画の策定に関し必要な事項を調査及び検討し、その結果を答申する。 
（組織） 
第３条 委員会は、委員 20 人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から会長が委嘱する。 

１）地域福祉団体の関係者 
２）自治会関係者 
３）学識経験者 
４）福祉行政の職に有る者 
５）公募の市民 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、第２条の規定による会長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。 
（委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に、委員長及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 委員長は、委員会の議長となる。 

（意見の聴取） 
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができ

る。 
（庶務） 
第８条 委員会の事務局は、昭島市社会福祉協議会内に置く。 
（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 

この要綱は、平成 25 年 10 月４日から実施する。 
附 則 
この要綱は、令和４年７月１日から施行する。  
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３ 昭島市地域福祉活動計画策定委員会 委員名簿 
 
№ 所        属 氏  名 
1 

地
域
福
祉
団
体
�関
係
者 

昭島市老人クラブ連合会 桝谷 美隆 
2 昭島市民生委員・児童委員協議会 加藤 善美 
3 昭島市地域包括支援センター 和田 光弘 
4 昭島市障害者（児）福祉ネットワーク 髙橋 知子 
5 昭島市保育園長会 川村 純子 
6 ＮＰＯ法人大きなかぶ 牧野 奈緒美 
7 昭島市赤十字奉仕団 志茂 節子 
8 東京昭島ロータリークラブ 髙橋 龍治 
9 昭島ボランティアセンター運営委員会   〇  田川 隆敏 
10 昭島ふれあいほっとサロン推進委員会 安芸 茂継 

11 自治会 
関係者 昭島市自治会連合会 中島 岩雄 

12 学
識 

経
験
者 

昭島市立小学校長会 小瀬 和彦 
13 目白大学   ◎  福島  忍 

14 公募 
市民 公募市民 八木 正子 

15 

関
係 

行
政
機
関 

昭島市保健福祉部福祉総務課 山﨑 慎弥 
16 昭島市保健福祉部介護福祉課 女屋 崇之 
17 昭島市保健福祉部障害福祉課 平沢 智子 
18 昭島市子ども家庭部子ども子育て支援課 岡本 匡弘 
   ※ ◎：委員長、〇：副委員長 
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４ 住民意識調査結果の概要 
（１）意識調査の概要 

本計画の策定にあたって、地域の課題やそれに対する住民意識を把握し、計画に反映するため
に以下の通り意識調査を実施しました。調査項目は、性別、年齢などの基礎的項目のほか、地域と
の関わり方、今後必要な福祉の取組、ボランティア活動と福祉教育、災害発生時の対応、社会福祉
協議会についてそれぞれ設定しました。 

 
なお、平成 26 年に「昭島市地域福祉活動計画（あきしま支え合いプラン）」の策定のために実施

した市民への意識調査の結果を、「前回調査」として比較のために掲載しています。 
 

（２）調査結果概要（抜粋） 
①地域との関わりについて 
 
①-１ 近所付き合いの状況（単数回答） 

  
 
「顔が会えば立ち話をする程度」が 36.2％と最も多く、次いで「顔が会えば挨拶をする程度」が

27.3％、「よく行き来はするが、家庭の中までは入らない」が 22.1％となっています。 
  

8.9 

22.1 

36.2 

27.3 

2.0 

0.7 

0.7 

2.2 

12.4 

29.6 

34.6 

19.7 

0.3 

1.3 

1.3 

0.7 

0% 20% 40%

特に用事がなくても行き来し、世話をした

りする家族同様の付き合い

よく行き来はするが、家庭の中までは入ら

ない

顔が会えば立ち話をする程度

顔が会えば挨拶をする程度

近所付き合いはしていない

隣近所にどんな人が住んでいるのかわから

ない

その他

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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①-２ 生活上の困りごとや福祉サービスの利用に際した相談先（複数回答） 

  
 
「家族や親戚」が 75.3％と最も多く、次いで「友人や知人」が 48.8％、「市役所」が 47.1％とな

っています。 
 

  

75.3 

48.8 

14.0 

6.7 

12.6 

1.3 

47.1 

19.7 

18.2 

18.2 

26.3 

4.7 

11.6 

6.9 

1.9 

0.3 

1.0 

76.5 

49.5 

16.1 

12.6 

7.3 

2.0 

41.6 

20.0 

26.8 

20.4 

21.4 

3.0 

5.6 

4.8 

3.8 

0.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族や親戚

友人や知人

近所の人

自治会長

民生委員・児童委員

ボランティア団体の人

市役所

社会福祉協議会

福祉施設、福祉サービス機関の人

病院や診療所の医師、看護師、相談員

地域包括支援センター

保健所

幼稚園や保育園、学校の先生、恩師

警察

その他

相談できる人がいない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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①-３ 身体の不自由な方が困っているところを見かけた際の対応（単数回答） 

 
 

「すぐに自分から声をかける」が 52.2％と最も多く、次いで「援助を求められればお手伝いをす
る」が 35.2％、「手伝いたいと思うが、どうしたらいいのかわからないので通りすぎてしまう」が
4.2％となっています。 
 
 
①-４ 近所の方への支援に対する考え方（単数回答） 

 
 

「近所に住む者として、できる範囲で支援したい」が 41.2％と最も多く、次いで「支援をしたいが、
自分のことで精一杯でその余裕がない」が 27.8％、「支援をしたいが、何をすればいいのかわから
ない」が 18.5％となっています。 
 
  

52.2 

64.9 

35.2 

29.5 

4.2 

2.5 

0.7 

0.7 

1.2 

0.5 

1.3 

1.8 

5.2 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=594)

前回(n=604)

すぐに自分から声をかける

援助を求められればお手伝いをする

手伝いたいと思うが、どうしたらいいのかわからないので通りすぎてしまう

つい、見て見ぬ振りをしてしまう

その他

わからない

不明・無回答

41.2 

52.0 

18.5 

19.5 

27.8 

20.9 

2.0 

0.7 

4.2 

2.8 

2.9 

3.5 

3.4 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=594)

前回(n=604)

近所に住む者として、できる範囲で支援したい

支援をしたいが、何をすればいいのかわからない

支援をしたいが、自分のことで精一杯でその余裕がない

支援は市役所などがやる仕事なので、近所の者がしなくてもよい

余計なお世話になってしまうので、支援はしない

その他

不明・無回答
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①-５ 近所で困っている方に対して自分ができると思う支援活動（複数回答） 

  
 

「日常の見守り、安否の確認や報告」が 61.6％と最も多く、次いで「話し相手」が 44.9％、「災害
時の避難誘導や支援、安否の確認や報告」が 44.6％となっています。 
 
 
①-6 今後における地域の人との関わり方（単数回答） 

 
 
「できれば親しくなりたい」が 60.9％と最も多く、次いで「より親しくなりたい」が 18.5％、「あまり
親しくなりたくない」が 7.2％となっています。 

 
  

31.6 

38.0 

20.0 

15.0 

44.9 

61.6 

44.6 

1.7 

3.0 

38.7 

46.7 

24.7 

20.0 

53.6 

57.3 

36.9 

1.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

食品等の買い物のお手伝い

ゴミ出し

簡単な庭の手入れ、草むしり

簡単な家内作業（掃除、電球交換、窓ふき、衣替えなど）

話し相手

日常の見守り、安否の確認や報告

災害時の避難誘導や支援、安否の確認や報告

その他

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)

18.5 

28.0 

60.9 

56.1 

7.2 

5.1 

0.7 

0.3 

3.9 

4.5 

6.7 

5.0 

2.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=594)

前回(n=604)

より親しくなりたい できれば親しくなりたい

あまり親しくなりたくない まったく親しくなりたくない

その他 わからない

不明・無回答



61 
 

②福祉の取組について 
 

②-１ 地域の福祉をより充実させるために重要なこと（複数回答） 

  
 

「住民が地域に暮らすさまざまな立場の人の問題をもっと知る」が32.2％と最も多く、次いで「住
民どうしの支え合い、助け合い活動を活発にする」が 30.1％、「住民が福祉に関心をもち、福祉の
まちづくりの一員であることを意識する」が 25.9％となっています。 
 
  

16.8 

20.7 

19.7 

30.1 

20.4 

32.2 

25.9 

1.9 

1.9 

4.5 

17.5 

20.9 

21.5 

41.1 

22.8 

21.5 

31.5 

3.0 

1.7 

0.0 

0% 20% 40% 60%

同じ立場の住民が集まって交流する機会を増やす

「高齢者と子ども」、「障害のある人とない人」など、

異なる立場の住民が集まって交流する機会を増やす

住民が福祉について、日常的に意見を言いやすい場をつ

くる

住民どうしの支え合い、助け合い活動を活発にする

地域に暮らす様々な立場の人たちが集まり、その地域が

もつ身近な福祉課題を解決する組織や仕組みをつくる

住民が地域に暮らすさまざまな立場の人の問題をもっと

知る

住民が福祉に関心をもち、福祉のまちづくりの一員であ

ることを意識する

その他

特に必要なことはない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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②-２ 高齢者の方にとって住みよいまちを 
つくるために重要なこと(複数回答) 

 
 
高齢者の方にとって住みよいまちをつくるために重要なことについてみると、「通院や買い物など、

日常的な移動に関する支援サービスを充実させる」が 32.7％と最も多く、次いで「保健・医療・福
祉の連携による情報提供と相談機能を充実させる」が 27.1％、「自治会などを単位とする地域の支
え合い活動を充実させる」が 22.1％となっています。 
障害のある方にとって住みよいまちをつくるために重要なことについてみると、「障害のある方の
雇用の促進や就労の場を確保する」が 31.1％と最も多く、次いで「外出時の支援（ガイドヘルパー
や移動サービス）を充実させる」が 29.8％、「障害のある方が積極的に自分たちの要望や困りごと
を話し合える場を確保する」が 29.0％となっています。  

22.1 

6.7 

32.7 

21.4 

21.0 

17.3 

10.9 

12.6 

9.6 

11.8 

20.4 

12.3 

9.4 

27.1 

17.2 

8.4 

17.3 

1.0 

2.4 

34.8 

8.6 

23.7 

19.2 

22.8 

20.7 

9.6 

14.2 

13.6 

14.1 

21.2 

9.9 

7.9 

25.0 

10.6 

8.9 

20.4 

1.2 

0.0 

0% 20% 40%

自治会などを単位とする地域の

支え合い活動を充実させる

ボランティアの育成と活動を推

進する

通院や買い物など、日常的な移

動に関する支援サービスを充実

させる

見守り支援を充実させる

高齢者の生きがいを高める事業

を拡充する

高齢者の健康づくりを推進する

高齢者の就労機会を充実させる

高齢者の余暇活動のための施設

を充実させる

福祉活動の拠点となる施設等を

充実させる

他世代とふれあう機会を充実さ

せる

特別養護老人ホーム等の施設を

充実させる

高齢者が利用しやすい道路や建

物などを整備する

高齢者が住みやすい住宅を整備

する

保健・医療・福祉の連携による

情報提供と相談機能を充実させ

る

ホームヘルパーや保健師等の人

材を確保、養成する

高齢者への理解を深めるための

福祉教育や交流活動、広報活動

を充実させる

災害時における高齢者への地域

の支援体制を整備する

その他

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)

15.5 

13.0 

29.8 

29.0 

31.1 

10.4 

22.4 

19.7 

13.0 

15.3 

17.8 

18.5 

8.2 

19.0 

13.3 

0.8 

2.4 

21.4 

15.4 

23.5 

34.6 

31.0 

16.4 

18.9 

24.7 

14.7 

13.1 

14.2 

14.9 

6.3 

15.1 

16.1 

0.8 

0.0 

0% 20% 40%

自治会などを単位とする地域の

支え合い活動を充実させる

ボランティアの育成と活動を推

進する

外出時の支援（ガイドヘルパー

や移動サービス）を充実させる

障害のある方が積極的に自分た

ちの要望や困りごとを話し合え

る場を確保する

障害のある方の雇用の促進や就

労の場を確保する

障害のある方の生涯学習、ス

ポーツ・レクリエーション活動

を推進する

障害のある方（児）のための教

育（保育）環境を充実させる

年金、手当など生活安定のため

の施策を充実させる

施設福祉サービスを充実させる

在宅福祉サービスを充実させる

障害のある方に配慮した住宅や

生活環境を整備する（バリアフ

リー）

保健・医療・福祉の連携による

情報提供と相談機能を充実させ

る

社会福祉の専門的な人材を確

保、養成する

障害のある方への理解を深める

ための福祉教育や交流活動、広

報活動を充実させる

災害時における障害のある方へ

の地域の支援体制を整備する

その他

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)

②-３ 障害のある方にとって住みよいまち
をつくるために重要なこと(複数回答) 
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②-４ 子どもを健やかに育てるために重要なこと（複数回答） 

 
 

「子育て中の親が心のゆとりをもって子育てができる支援を充実させる」が 38.9％と最も多く、
次いで「地域ぐるみで子どもの成長と子育てを支える環境を整備する」が 24.9％、「子育てと仕事
を両立できる雇用環境を整備する」が 24.4％となっています。 
 
  

7.2 

21.4 

24.9 

5.1 

38.9 

11.8 

3.9 

14.6 

17.8 

5.4 

3.4 

4.2 

13.1 

8.1 

17.0 

15.8 

23.1 

14.5 

24.4 

5.4 

2.2 

1.0 

1.7 

11.3 

13.4 

30.6 

5.6 

36.4 

10.3 

5.5 

14.1 

19.5 

6.3 

3.0 

4.3 

14.4 

5.1 

14.7 

18.4 

26.2 

13.7 

23.7 

2.6 

2.0 

1.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

若い世代から子育て意識を醸成する

男女がともに子育てを担うという意識を醸成する

地域ぐるみで子どもの成長と子育てを支える環境を整備

する

地域住民やボランティアなどによる子育て支援を充実さ

せる

子育て中の親が心のゆとりをもって子育てができる支援

を充実させる

子どもの人権が尊重される環境整備や子どもの人権を守

る体制を整備する

乳幼児期からの心の教育を推進する

子どもが楽しく学べる学校教育環境を整備する

子どもがさまざまな活動を体験できる環境を整備する

子どもがスポーツに親しめる環境づくりをおこなう

子どもが文化にふれる環境づくりをおこなう

子どもが国際社会に対応できる環境づくりをおこなう

子どもが自然とふれあえる環境づくりをおこなう

子どもが快適に暮らせる生活環境づくりをおこなう

子どもの安全を守る社会環境づくりをおこなう

安心して出産・育児ができる母子保健対策を充実させる

保育サービスや学童クラブ、放課後子ども教室、児童館

のような放課後支援を充実させる

子育て家庭への経済的支援を充実させる

子育てと仕事を両立できる雇用環境を整備する

子育て支援センターなどの相談窓口を整備する

その他

わからない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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③ボランティア活動・福祉教育について 
 

③-１ どのような条件が整えばボランティアに参加しやすくなるか（複数回答） 

 
「自分にあった時間や内容の活動であれば参加しやすい」が 79.8％と最も多く、次いで「自分が
健康であれば参加しやすい」が 42.3％、「自分の仕事や特技を活かせれば参加しやすい」が
34.2％となっています。 
 
③-２ 昭島市でボランティア活動や市民活動をもっと盛んにするために重要なこと（複数回答） 

 
「誰でも気軽に参加できるような内容の活動にすること」が 71.0％と最も多く、次いで「情報をわ

かりやすく提供すること」が 56.2％、「身近な活動の拠点づくりをすること」が 27.6％となっていま
す。  

79.8 

34.2 

10.9 

17.0 

21.9 

13.0 

4.2 

17.7 

9.9 

42.3 

1.5 

1.2 

3.0 

77.3 

33.6 

15.9 

11.9 

20.0 

19.0 

8.8 

4.5 

18.2 

9.9 

41.4 

2.3 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分にあった時間や内容の活動であれば参加しやすい

自分の仕事や特技を活かせれば参加しやすい

ボランティア講座などの学習をしてからであれば参加し

やすい

ボランティア活動について、情報収集できる場所が身近

にあれば参加しやすい

友人や家族と一緒に活動できるのであれば参加しやすい

自分の所属する学校や職場の活動であれば参加しやすい

熱心なボランティアグループがあれば参加しやすい

家族に病人や、幼い子どもなどがいなければ参加しやす

い

家族の理解が得られれば参加しやすい

自分が健康であれば参加しやすい

その他

どんな条件が整っても参加してみたいとは思わない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)

71.0 

27.6 

7.9 

56.2 

10.1 

3.0 

0.5 

2.4 

66.9 

30.3 

9.9 

56.6 

9.1 

4.0 

1.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

誰でも気軽に参加できるような内容の活動にすること

身近な活動の拠点づくりをすること

学習の機会を増やすこと

情報をわかりやすく提供すること

活動上の悩みや問題に関する相談体制を整えること

その他

ボランティア活動をこれ以上盛んにする必要はない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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③-３ 福祉教育に対する考え（複数回答） 

 
 
「学校教育の中で学ぶ」が 67.8％と最も多く、次いで「地域の活動などを通じて学ぶ」が 51.2％、

「家庭の中で家族から学ぶ」が 46.8％となっています。 
 
 
③-４ 住民が福祉について理解を深めるために重要なこと（複数回答） 

 
 
「福祉(制度、サービス、理念や考え方など)についての知識を得ること」が 47.3％と最も多く、次

いで「自分とは違った立場の人や異なる考えを持つ人を受け入れる態度を養うこと」が 40.2％、
「高齢者・障害者やその介護者などの話を聞いたり、交流したりすること」が 32.7％となっています。 

 
  

67.8 

46.8 

51.2 

15.0 

0.5 

1.2 

2.0 

2.4 

62.3 

52.2 

53.0 

16.2 

0.7 

1.0 

1.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

学校教育の中で学ぶ

家庭の中で家族から学ぶ

地域の活動などを通じて学ぶ

生活していく中で自然に身につく

特に必要はない

その他

わからない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)

47.3 

25.1 

32.7 

2.9 

24.7 

40.2 

0.3 

0.5 

3.5 

2.7 

44.9 

25.7 

36.4 

2.3 

33.3 

30.5 

0.8 

1.7 

3.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

福祉(制度、サービス、理念や考え方など)につ

いての知識を得ること

介護体験や高齢者・障害者の疑似体験など、体

験学習をすること

高齢者・障害者やその介護者などの話を聞いた

り、交流したりすること

手話や点字などの技術を習得すること

住民が地域の福祉の問題を気軽に話し合える場

をつくること

自分とは違った立場の人や異なる考えを持つ人

を受け入れる態度を養うこと

特に必要なことはない

その他

わからない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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④災害発生時の対応について 
※この項目は、今回調査で新たに設けたものです。 

 

④-１ 災害時に、近所の支援を必要とする方のためにできること（複数回答） 

 
 
「安否確認・声掛け」が 85.4％と最も多く、次いで「安全な場所への避難誘導」が 66.3％、「相

談・話し相手」が 40.2％となっています。 
 
 
④-２ 災害時に支援を必要とする人への支援策として地域で備えておくべきこと（複数回答） 

 
 

「災害時に支援を必要とする人の把握」が 80.3％と最も多く、次いで「防災訓練・避難訓練」が
56.6％、「防災マップ、ハザードマップ等の周知」が 52.9％となっています。 

 
  

85.4 

66.3 

33.3 

22.4 

21.4 

40.2 

0.8 

4.5 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

安否確認・声掛け

安全な場所への避難誘導

要援護者の家族への連絡

一時的な保護

応急手当

相談・話し相手

その他

協力することは難しい、できない

不明・無回答

全体(n=594)

80.3 

31.5 

56.6 

52.9 

18.4 

33.5 

47.6 

1.2 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害時に支援を必要とする人の把握

災害時要援護者の支援団体づくり

防災訓練・避難訓練

防災マップ、ハザードマップ等の周知

自主防災組織の立上げ

災害時に活躍できるボランティアの養成

高齢者や乳幼児などの要援護者向けの物資等の確保

その他

不明・無回答

全体(n=594)
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⑤社会福祉協議会について 
 

⑤-１ 社会福祉協議会に対する認識（単数回答） 
 

 
 

「やっていることだけは知っている」が 28.1％と最も多く、次いで「事業の内容や目的、成り立ち
をよく知っている」が 23.4％、「市役所の機関だと思っていた」が 20.2％となっています。 
 

     

23.4 

19.2 

28.1 

39.1 

20.2 

19.9 

19.2 

17.9 

3.4 

2.3 

5.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=594)

前回(n=604)

事業の内容や目的、成り立ちをよく知っている

やっていることだけは知っている

市役所の機関だと思っていた

聞いたことはあるが何をやっているかわからない

聞いたことがない

不明・無回答
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⑤-２ 社会福祉協議会に期待すること（複数回答） 

 
 

「家事援助などの在宅福祉サービスの充実（高齢者、障害者・障害児等）」が 55.1％と最も多く、
次いで「子育て支援サービスの充実」が 52.5％、「福祉に関する情報提供の充実」が 41.8％とな
っています。 
 
 
 
 
  

55.1 

52.5 

30.1 

39.1 

29.6 

40.1 

24.7 

27.4 

27.1 

15.5 

20.0 

41.8 

16.7 

20.0 

33.5 

1.2 

1.3 

2.5 

47.4 

39.9 

32.0 

34.9 

16.1 

25.7 

24.7 

30.1 

23.5 

15.1 

16.4 

39.6 

12.3 

16.4 

33.3 

2.2 

3.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

家事援助などの在宅福祉サービスの充実（高齢者、障

害者・障害児等）

子育て支援サービスの充実

ボランティア活動やNPO活動などの市民活動への支援

地域福祉権利擁護事業の推進

成年後見制度の周知及び利用の促進

生活困窮家庭の子どもへの学習支援

近隣同士の助け合いの仕組みづくりとその充実

地域の交流の場づくり（サロン活動等）の支援

福祉に対する要望、ニーズの把握とサービスの企画及

び実施

福祉に関する苦情受付や対応の充実

福祉団体の育成や支援

福祉に関する情報提供の充実

福祉教育の充実

福祉に関する学習会や講演会などの開催

災害ボランティアセンターの立ち上げなど、災害対策

の充実

その他

とくに期待はしていない

不明・無回答

全体(n=594) 前回(n=604)
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５ 用語解説 
用用用用        語語語語    解解解解            説説説説    

あ行 
昭島ふれあいほっと
サロン 

誰もが集まって、お話ししたり、お茶を飲んだりして楽しい時間を過ごす
ことで、「地域のつながりが生まれる場」。 

SNS 
ソーシャルネットワーキングサービスの略。サービスに登録した利用者同
士が交流でき、インターネット上で人と人とがつながれるような場所を提
供している。代表的な SNS として、LINE・Twitter・Instagram・
Facebook等が挙げられる。 

オンラインツール 

オンライン上で利用ができるツールや提供されているサービスのこと。イ
ンターネット環境を活用して利用するものであるため、インターネットが
利用できる場所であれば、デバイス※や時間を問わず利用が可能。 
※デバイス：日頃使っているパソコン・タブレット・スマートフォンや、それ
らと接続して使う装置の総称。 

か行 

業務継続計画 
大規模自然災害や感染症の流行などといった事業継続リスクが発生し
た場合に、業務の中断などの被害を最小限に留め、素早い復旧を実現し
事業を継続する方法について定めた計画。 

高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計
画 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよう、
「老人福祉法」及び「介護保険法」に基づき、高齢者に関する施策や介護
保険事業について基本的な考え方や目標を定めたもので、「高齢者保健
福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体的に市町村が策定する計画。 

子ども・子育て支援事
業計画 

「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づき市町村に策定が義務付けられ
ているもので、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を
総合的に推進していくことを目的とした計画。 

（仮称）子ども人材セ
ンター 

社協の「共助の基盤づくり協議体委員会」で発案された、異年齢交流や
福祉教育を目的とした事業の一つで、小・中学生や高校生が主体となっ
て地域の高齢者の生活支援活動等を行う取組。 

さ行 
災害時における要配
慮者 

高齢者、障害者（児）、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語が不自由な外国人
など、特に配慮や支援が必要となる人のこと。 

災害ボランティアセン
ター 

平成 24 年 1 月に市と締結した「災害時におけるボランティア活動等の支
援に関する協定」に基づき、災害時に全国から集まるボランティアの受け
入れやコーディネート、派遣等を行うために設置するセンター。 
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用用用用        語語語語    解解解解            説説説説    

自己実現 一般的には「自分の持っている能力を最大限発揮して、何かを成し遂げ
ること」と解されている。 

市民後見人 
弁護士等の専門職でない市民が後見人としての知識を身に着け、介護
サービス利用契約の支援など、成年後見制度の担い手として活動する
人のこと。 

重層的支援体制整備
事業 

市町村が、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括
的な支援体制を構築するため、①相談支援、②参加支援、③地域づくり
に向けた支援を一体的に実施する事業。 

障害者プラン 
障害のある人の生活状況や意向などのニーズを受け止め、様々な福祉
課題に対応するため、切れ目のない包括的な支援体制の構築を目指し、
地域の関係機関や団体、関係部署との連携・協働のもと、障害福祉施策
の総合的かつ計画的な展開を図るため、市町村が策定する計画。 

生活圏域 住民が日常生活を営む活動範囲のこと。 

生活支援コーディネ
ーター 

地域において、高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構
築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機
能）の役割を担う専門職のこと。 

成年後見制度 
認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方の
生命、身体、財産などの権利を守るための制度。自らの意思で後見人を
選定する「任意後見」と、家庭裁判所に後見人、保佐人、補助人の選定を
申し立てる「法定後見」がある。 

セーフティーネット 主に社会保障のことを指し、生活する中で起こる様々なリスクに備え、最
悪の事態を回避するために用意された仕組みのこと 。 

た行 
地域元気ネットワーク
事業 

民生委員・児童委員の協力のもと、主に安否確認を目的に、登録いただ
いた 70歳以上で一人暮らし高齢者の方を見守る事業。 

地域コミュニティ 地域住民が生活している場所で、様々な活動を行いながら、住民相互の
交流が行われている地域社会、住民の集団のこと。 

地域福祉 地域社会における福祉的な課題等に対し、その地域の住民や福祉関係
者などが協力して取り組んでいこうという考え、取組。 

地域福祉権利擁護事
業 

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人が
地域において自立した生活を送ることができるよう、福祉サービス利用
の援助等を行う事業。 

地域福祉コーディネ
ーター 

多様な地域課題等を的確に把握し、行政や関係団体等と連携し、主体
的な地域活動をサポートしながら課題解決を図るための「つなぎ役」を
担う専門職のこと。 
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用用用用        語語語語    解解解解            説説説説    

地域包括支援センタ
ー 

地域住民の心身の健康の維持や生活の安定、保健・医療・福祉の向上と
増進のために、必要な支援を包括的に行う地域の中核機関。市内に５箇
所設置され、主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士などが配置され
ている。 

な行 

夏の体験ボランティア 
小学生以上を対象として、夏休みを利用してボランティア活動に参加し、
その体験から地域社会への関心を深め、社会に参加することの意義を
学んでもらうことを目的とした事業。 

は行 

発達障害 
「発達障害者支援法」では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎
性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機
能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定
義されている。 

引きこもり状態 仕事や学校に行かず、家族以外の人とほとんど交流をせずに、６か月以
上続けて自宅に閉じこもっている状態。 

ファミリー・サポート・
センター事業 

地域において子育ての援助を受けたい人と、援助が行える人が会員とな
り、会員同士で子育てについて相互援助活動を行う事業。 

福祉教育支援プログ
ラム 

社協のボランティアセンターが作成している「地域と学校をつなぐしくみ
づくり」のプログラム。 

ボランティア・市民活
動フェスティバル 

これまでボランティア活動や市民活動をしたことがない人に、市内で参加
できる様々な活動について知っていただき、市民活動に参加するきっか
けをつくることを目的に、ボランティア団体等の協力を得て社協が実施し
ている事業。 

ま行 

民生委員・児童委員 
民生委員は、都道府県知事からの推薦により厚生労働大臣から委嘱さ
れ、地域における住民からの相談に応じ、必要な援助を行い、地域福祉
の増進を担う。また、児童委員を兼務し、地域の子どもたちを見守り、子
育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等も担っている。 
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